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債
権
の
準
占
有
と
受
取
讃
書

内
　
池
　
慶
　
四

B良

一二三四五

問
題
の
所
在

債
穫
準
占
有
の
成
立
要
件

代
理
占
有
お
よ
び
辮
濟
者
の
過
失

受
取
讃
書
眞
否
の
調
査
義
務

制
度
的
關
係
と
辮
濟
者
保
護
の
限
界

一
　
問
題
の
所
在

　
穂
利
が
存
在
す
る
よ
う
な
外
観
に
も
か
か
わ
ら
ず
構
利
が
存
在
し
な
い
時
に
は
、
こ
の
樺
利
の
内
容
で
あ
る
法
律
効
果
も
ま
た
護
生
し
な
い
と

す
る
の
が
法
の
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
取
引
の
安
全
と
い
う
要
請
よ
り
し
て
法
が
権
利
存
在
の
外
観
に
封
し
権
利
の
實
在
に
準
じ
た
効
果
を
賦
與

す
る
例
外
的
な
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
占
有
、
表
見
代
理
等
に
關
す
る
諸
制
度
が
こ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
等
の
制
度
は
眞
實
の
椹
利
者
の
安
全
と
外

観
に
謝
す
る
第
三
者
の
信
頼
と
の
錯
綜
せ
る
利
盤
封
立
を
反
映
し
て
、
取
引
の
安
全
と
い
う
共
通
の
目
的
に
奉
仕
し
つ
つ
も
そ
の
要
件
と
効
果
に

お
い
て
は
多
種
多
様
を
極
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
の
特
色
を
明
ら
か
と
し
て
制
度
相
互
の
關
係
を
艦
系
化
す
る
こ

　
　
　
債
椹
の
準
占
有
と
受
取
謹
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
四
九
）



　
　
　
債
椹
の
準
占
有
と
受
取
謹
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
査
O
　
　
　
（
五
〇
）

と
は
民
法
學
の
困
難
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
債
槽
の
準
占
有
者
お
よ
び
受
取
誰
書
持
参
人
に
封
す
る
辮
濟
の
効
果
の
間
題

も
、
か
か
る
一
蓮
の
制
度
の
艦
系
的
理
解
へ
の
緒
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　
本
來
債
権
の
準
占
有
に
關
す
る
民
法
四
七
八
條
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
一
四
〇
條
を
母
法
と
す
る
”
鶴
民
法
財
産
取
得
篇
四
五
七
條
を
受
け
つ
い
だ

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
封
し
て
受
取
謹
書
の
持
参
人
に
封
す
る
辮
濟
を
規
定
し
た
民
法
四
八
O
條
は
ド
イ
ッ
民
法
第
一
草
案
二
六
六
條
（
第
二

草
案
三
一
一
條
、
ド
ィ
ッ
民
法
三
七
〇
條
）
に
な
ら
う
規
定
で
あ
る
。
母
法
を
異
に
す
る
こ
の
二
つ
の
制
度
が
わ
が
民
法
の
取
引
保
護
制
度
の
中
に
ど

の
よ
う
な
髄
系
的
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
關
連
し
て
、
東
京
高
等
裁
到
所
は
最
近
二
つ
の
注
目
す
べ
き
到
決
を
下
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

そ
の
一
つ
は
昭
和
三
三
年
二
月
五
日
民
事
第
九
部
の
下
し
た
到
決
で
、
債
椹
者
の
代
理
人
と
し
て
債
務
の
　
濟
を
求
め
た
者
に
封
し
債
務
者
が
善

意
無
過
失
に
支
彿
つ
た
行
爲
は
、
債
権
の
準
占
有
者
に
封
す
る
辮
濟
（
民
法
四
七
八
條
）
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
到
示
し
て
い
る
。
他
の
一
つ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

同
じ
く
民
事
第
九
部
昭
和
三
四
年
九
月
七
日
の
到
決
で
、
民
法
四
八
○
條
に
「
受
取
護
書
」
と
は
眞
正
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
儒

造
の
も
の
を
含
ま
な
い
と
し
て
、
爲
造
の
受
取
謹
書
に
民
法
四
八
O
條
の
適
用
を
否
定
し
つ
つ
、
か
か
る
儒
造
受
取
詮
書
の
持
参
人
に
封
す
る
善

意
無
過
失
の
辮
濟
を
債
穫
の
準
占
有
者
に
鉗
す
る
　
濟
と
し
て
前
の
例
と
同
様
に
有
効
な
も
の
と
し
て
い
る
（
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
外
観
尊
重
に

よ
る
取
引
の
安
全
を
彊
調
す
る
近
時
學
読
の
一
般
的
傾
向
に
忠
實
に
從
う
も
の
で
、
代
理
人
と
し
て
穫
利
行
使
す
る
者
に
つ
い
て
債
椹
準
占
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

成
立
を
否
定
し
、
ま
た
辮
濟
者
に
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
と
し
た
從
來
の
大
審
院
の
理
論
を
修
正
し
た
も
の
と
し
て
注
目
に
慣
す
る
）
。

　
本
稿
は
こ
の
到
決
を
機
縁
と
し
て
、
そ
こ
に
提
起
さ
れ
た
一
蓮
の
問
題
の
流
れ
に
澹
い
、
準
占
有
の
成
立
要
件
、
代
理
と
の
關
係
、
辮
濟
者
の

善
意
、
受
取
謹
書
眞
否
の
要
件
等
の
諸
黙
を
め
ぐ
つ
て
こ
の
制
度
相
互
の
關
係
を
考
察
し
、
外
観
尊
重
に
よ
る
取
引
安
全
の
確
保
と
い
う
理
想
の

限
界
を
、
こ
の
制
度
の
範
園
で
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
昭
和
三
三
年
二
月
五
日
東
京
高
裁
民
九
部
判
決
、
判
例
時
報
一
四
二
號
二
一
頁
。
事
案
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
X
は
Y
と
の
間
に
責
買
契
約
を
結
び
、
目
的

　
　
物
引
渡
し
の
後
X
の
杜
員
A
が
Y
方
に
赴
き
代
金
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
そ
れ
よ
り
以
前
に
B
が
X
の
肚
員
と
稻
し
て
X
名
義
の
儒
造
代
金
領
牧
書
と
Y
名
義
の
傭



　
造
支
沸
請
求
受
理
書
と
を
Y
方
に
提
示
し
て
代
金
支
沸
を
求
め
た
の
で
、
Y
は
B
を
X
の
た
め
代
金
受
領
の
穫
限
あ
る
も
の
と
認
め
て
代
金
支
彿
を
す
ま
せ
て
い

　
た
。
「
民
法
四
七
八
條
に
い
わ
ゆ
る
債
椹
の
準
占
有
者
と
は
、
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
を
も
つ
て
債
権
を
行
使
す
る
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
が
（
民
法
二
〇
五
條

　
参
照
）
、
本
來
債
穫
者
の
代
理
人
と
し
て
債
穫
を
行
使
す
る
も
の
は
、
債
穫
者
の
た
め
に
す
る
意
思
を
有
す
る
と
と
も
に
、
代
理
人
と
し
て
債
椹
を
行
使
す
る
こ

　
と
に
つ
い
て
自
己
の
利
盆
が
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
た
か
も
物
の
管
理
占
有
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
代
理
人
自
身
の
準
占
有
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
り
、

　
從
て
債
椹
者
の
代
理
人
と
し
て
債
椹
を
行
使
す
る
も
の
も
、
同
上
に
い
わ
ゆ
る
債
椹
の
準
占
有
者
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
民
法
第
四
七
八
條
が
債
椹
の
準
占
有
者
に
封
す
る
善
意
の
辮
濟
を
有
効
と
し
た
趣
旨
は
眞
實
の
債
権
者
で
な
い
者
で
も
取
引
の
通
念
上
債
椹
を
行
使
す
る
椹
限

　
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
外
観
を
備
え
る
も
の
に
封
し
て
な
さ
れ
た
善
意
の
辮
濟
を
有
効
と
し
て
辮
濟
者
を
保
護
し
、
取
引
の
安
全
と
圓
滑
を
期
し
た
も
の
に

　
外
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
場
合
、
債
権
者
本
人
と
し
て
債
椹
を
行
使
す
る
も
の
に
罫
す
る
辮
濟
と
、
債
椹
者
の
代
理
人
と
し
て
債
椹
を
行
使
す
る
も
の
に
封
す
る

　
辮
濟
と
に
よ
つ
て
、
辮
濟
者
の
保
護
を
異
に
す
べ
き
理
由
が
な
い
。
」

（
2
）
　
昭
和
三
四
年
九
月
七
日
東
京
高
裁
民
九
部
到
決
、
到
例
時
報
二
〇
〇
號
一
四
頁
。
Y
は
X
に
債
務
を
負
つ
て
い
た
が
、
A
は
Y
の
店
員
と
稔
し
て
X
方
に
赴

　
き
領
牧
書
の
雛
型
を
X
よ
り
詐
取
し
た
。
こ
の
雛
型
は
金
額
欄
の
み
白
字
で
、
左
上
部
に
㊥
と
い
う
ゴ
ム
印
を
押
捺
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
A
は
こ
の
㊥
の
印

　
影
を
清
し
金
額
を
自
分
で
記
入
し
て
Y
方
に
提
示
し
、
Y
の
事
務
員
が
日
常
の
會
計
事
務
に
從
つ
て
領
牧
謹
を
検
査
し
た
後
、
こ
れ
に
支
梯
つ
た
。

　
　
民
法
四
八
○
條
に
關
し
、
「
億
造
の
受
取
護
書
持
滲
人
は
民
法
四
八
O
條
に
い
わ
ゆ
る
受
取
誰
書
の
持
参
人
に
該
ら
な
い
。
け
だ
し
、
同
條
の
受
取
謹
書
は
、

　
眞
實
の
債
椹
者
の
静
的
安
全
を
守
る
た
め
、
眞
正
に
成
立
し
た
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解
す
る
を
相
當
と
す
る
。
」

　
　
民
法
四
七
八
條
に
關
し
、
「
Y
の
事
務
捲
當
者
が
右
領
牧
書
の
提
出
者
を
X
の
代
理
人
と
し
て
受
領
す
る
穫
限
が
あ
る
も
の
と
信
じ
て
代
金
を
支
彿
つ
た
こ
ン

　
に
つ
き
善
意
無
過
失
で
あ
れ
ば
、
そ
の
支
沸
は
債
椹
の
準
占
有
者
に
封
す
る
辮
濟
と
し
て
X
に
封
し
て
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
準
占
有
に
つ
い
て
も
代
理
人
や
機

　
關
に
よ
る
も
の
を
認
め
う
る
し
、
善
意
無
過
失
の
辮
濟
者
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
債
椹
者
の
代
理
人
と
稻
し
て
受
領
す
る
場
合
に
も
民
法
四
七

　
八
條
の
適
用
が
あ
る
。
」

　
　
先
の
事
案
に
お
い
て
も
請
求
者
は
傭
造
の
領
牧
書
を
辮
濟
者
に
提
示
し
て
い
る
が
剣
旨
は
こ
れ
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
辮
濟
を
民
法
四
七
八
條
で
有
効
と
す
る
以

　
上
、
民
法
四
八
○
條
を
適
用
す
る
必
要
を
裁
判
所
が
認
め
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
民
法
四
八
O
條
の
適
用
を
眞
正
な
受
取
誰
書
に
限
定
す
る
と

　
こ
ろ
か
ら
本
件
で
問
題
と
し
な
か
つ
た
の
か
と
い
う
鮎
が
先
の
判
決
で
は
不
明
で
あ
つ
た
が
後
の
剣
決
で
は
じ
め
て
こ
の
黙
が
後
者
の
立
場
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

　
か
と
な
つ
た
。
爾
判
決
と
も
に
從
來
の
大
審
院
理
論
を
踏
襲
す
る
東
京
地
裁
の
前
審
判
決
を
破
棄
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
代
理
人
と
し
て
椹
利
行
使
す
る
も
の
に
準
占
有
の
成
立
を
否
定
し
た
剣
決
と
し
て
は
、
大
剣
昭
和
一
〇
年
八
月
八
日
　
（
民
集
一
五
四
一
頁
）
、
辮
濟
者
の
無

　
過
失
を
要
せ
ず
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、
大
剣
大
正
一
〇
年
五
月
三
〇
日
（
民
録
九
八
三
頁
）
大
剣
大
正
五
年
五
月
一
五
日
（
民
録
九
五
三
頁
）
。
但
し
そ
の
後

債
穫
の
準
占
有
と
受
取
謹
書

五
一

（
五
一
）



　
　
債
権
の
準
占
有
と
受
取
讃
書

に
奮
郵
貯
法
一
三
條
に
つ
い
て
大
審
院
は
無
過
失
を
要
件
と
す
る

（
後
述
）
。

五
二

（
五
二
）

二
　
債
椹
準
占
有
の
成
立
要
件

　
債
穫
者
の
代
理
人
と
し
て
辮
濟
を
講
求
す
る
も
の
は
債
権
の
準
占
有
者
た
り
得
る
か
。
こ
の
貼
に
關
し
て
は
、
前
記
大
審
院
到
決
が
「
民
法
第

四
七
八
條
ノ
所
謂
債
椹
ノ
準
占
有
ト
ハ
、
自
己
ノ
爲
二
債
椹
ヲ
行
使
ス
ル
者
、
帥
チ
自
ラ
債
権
者
ナ
リ
ト
欝
シ
テ
債
椹
ヲ
行
使
シ
タ
ル
者
ヲ
意
義

ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
債
穫
者
ノ
代
理
人
ト
シ
テ
本
人
ノ
爲
メ
債
穫
ヲ
行
使
ス
ル
者
ヲ
包
含
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
當
ト
ス
。
藪
上
ノ
如
キ
代

理
人
ガ
假
令
他
人
ト
ノ
特
約
ニ
ヨ
リ
其
ノ
　
濟
ト
シ
テ
受
領
シ
タ
ル
金
品
ヲ
内
部
關
係
二
於
テ
ハ
目
己
ノ
所
有
二
瞬
属
セ
シ
メ
得
ベ
キ
場
合
二
於

テ
モ
、
筍
ク
モ
代
理
入
ト
シ
テ
辮
濟
ヲ
受
ケ
タ
ル
限
リ
　
濟
者
二
封
ス
ル
關
係
二
於
テ
ハ
其
ノ
辮
濟
ノ
受
領
ハ
固
ヨ
リ
本
人
ノ
爲
メ
受
領
シ
タ
ル

モ
ノ
ト
云
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
到
底
債
穫
ノ
準
占
有
者
ト
目
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
ヤ
論
ヲ
侯
タ
ズ
」
と
し
て
否
定
的
態
度
を
と
る
が
、
學
読
は

多
く
こ
れ
に
封
し
て
批
到
的
で
あ
る
。
か
か
る
請
求
者
も
債
椹
の
準
占
有
者
た
り
得
る
と
す
る
多
歎
論
の
論
擦
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ

る
。
①
物
の
占
有
に
つ
い
て
代
理
占
有
（
民
法
一
八
二
條
二
項
、
一
八
三
條
、
一
八
四
條
、
一
八
五
條
、
二
〇
四
條
等
）
が
認
め
ら
れ
る
と
同
じ
く
債
権
の

準
占
有
に
つ
い
て
も
代
理
占
有
が
成
立
す
る
。
⑧
民
法
四
七
八
條
は
善
意
の
辮
濟
者
を
保
護
し
一
般
取
引
の
安
全
敏
活
を
は
か
る
制
度
だ
か
ら
、

こ
こ
に
準
占
有
者
と
は
　
濟
を
受
け
る
に
つ
い
て
正
當
な
権
利
を
有
し
て
い
る
か
の
如
く
見
え
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
り
、
そ
の
者
が
　
濟
受
領

槽
限
を
主
張
す
る
の
に
自
ら
債
穫
者
と
構
し
た
か
あ
る
い
は
債
椹
者
の
代
理
人
と
構
し
た
か
で
匿
別
す
る
理
由
は
な
い
。
③
結
果
か
ら
見
る
も
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

入
と
信
ぜ
ら
れ
る
者
に
封
す
る
　
濟
は
有
効
だ
が
代
理
人
と
信
ぜ
ら
れ
る
者
に
封
す
る
　
濟
は
無
効
と
す
る
の
は
常
識
に
反
す
る
。

　
ま
た
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
準
占
有
者
の
範
園
を
こ
の
よ
う
に
廣
く
解
す
る
反
面
、
辮
濟
が
有
効
と
な
る
た
め
に
辮
濟
者
に
要
求
さ
れ
る
態
容

と
し
て
は
輩
な
る
善
意
で
は
足
ら
ず
善
意
に
つ
い
て
無
過
失
た
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
　
濟
者
に
無
過
失
を
要
求
す
る
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

嫁
は
論
者
に
よ
つ
て
一
様
で
は
な
い
が
、
あ
る
い
は
準
占
有
制
度
は
個
々
の
取
引
に
つ
い
て
そ
の
安
全
を
保
護
す
る
制
度
だ
か
ら
と
か
、
あ
る
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
過
失
あ
る
　
濟
者
を
保
護
す
る
の
は
こ
の
制
度
の
精
神
で
は
な
い
か
ら
と
か
、
あ
る
い
は
受
取
詮
書
に
關
す
る
民
法
四
八
○
條
と
の
封
比
か
ら

同
條
の
無
過
失
を
こ
の
場
合
に
類
推
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
「
　
濟
者
ヨ
リ
観
察
シ
肚
會
一
般
ノ
取
引
観
念
二
照
シ
テ
眞
實
債
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ト
、
思
料
ス
ル
ニ
足
ル
外
観
ヲ
備
フ
ル
ニ
於
テ
ハ
」
債
椹
の
準
占
有
者
と
認
定
す
べ
く
、
一
般
取
引
通
念
か
ら
準
占
有
の
成
立
が
定
ま
る
以
上
、

無
過
失
は
準
占
有
成
立
要
件
と
し
て
内
在
し
、
辮
濟
者
に
過
失
あ
る
場
合
に
は
準
占
有
と
い
う
外
観
自
髄
が
成
立
し
な
い
と
し
て
具
艦
的
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

つ
い
て
　
濟
者
の
無
過
失
が
要
求
さ
れ
る
と
す
る
。

　
個
々
の
理
由
づ
け
は
と
も
あ
れ
、
債
樺
準
占
有
者
の
範
園
と
　
濟
者
側
の
要
件
と
に
關
す
る
こ
の
結
論
は
學
読
が
現
在
一
般
に
承
認
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
占
有
の
一
般
理
論
と
の
關
係
か
ら
こ
の
結
果
を
再
検
討
し
て
見
る
時
は
ー
こ
の
結
論
が
民
法
四
七
八
條
を
孤

立
さ
せ
て
理
解
す
れ
ば
愛
當
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
ー
か
な
り
不
自
然
な
感
じ
が
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
以
下
に
お
い
て
こ
の
黙
を
分
読

し
よ
う
。

　
わ
が
民
法
上
、
債
権
の
準
占
有
を
直
接
に
定
義
す
る
規
定
が
な
い
の
で
、
権
利
の
準
占
有
一
般
に
關
す
る
民
法
二
〇
五
條
か
ら
出
穫
す
る
か
、

あ
る
い
は
動
的
取
引
安
全
の
保
障
と
い
う
民
法
四
七
八
條
の
制
度
目
的
か
ら
、
こ
れ
に
一
般
の
準
占
有
と
は
異
つ
た
特
殊
の
構
成
を
必
要
と
す
る

か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。

　
す
な
わ
ち
多
藪
読
に
從
つ
て
民
法
二
〇
五
條
か
ら
債
灌
の
準
占
有
を
理
解
す
る
な
ら
ば
心
素
と
し
て
の
「
自
己
ノ
爲
メ
ニ
ス
ル
意
志
」
と
艦
素

と
し
て
の
「
椹
利
ヲ
行
使
」
す
る
事
實
と
に
よ
つ
て
準
占
有
は
成
立
す
る
の
だ
か
ら
、
軍
に
権
利
行
使
の
外
観
が
あ
つ
て
も
「
自
己
ノ
爲
メ
ニ
ス
、

ル
意
思
」
が
権
利
行
使
者
に
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
か
か
る
も
の
に
封
す
る
　
濟
も
原
則
と
し
て
（
表
見
代
理
、
受
取
謹
書
持
参
等
の
場
合
は
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
し
て
）
無
効
と
す
る
結
果
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
封
し
て
は
反
封
読
が
あ
り
、
債
権
の
準
占
有
は
専
ら
債
権
行
使
の
外
形
的
事
實
の

み
に
よ
り
認
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
主
観
的
に
行
使
者
自
身
に
つ
い
て
「
自
己
ノ
爲
メ
ニ
ス
ル
意
思
」
を
成
立
要
件
と
す
る
こ
と
は
か
え
つ
て
民
法

四
七
八
條
の
立
法
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
法
二
〇
五
條
が
債
権
の
行
使
者
自
身
が
法
律
効
果
を
享
け
る
場
合
の
規
定
た
る
の
に
封
し
民

　
　
　
債
椹
の
準
占
有
と
受
取
護
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
五
三
）



　
　
　
債
椹
の
準
占
有
と
受
取
謹
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
五
四
）

法
四
七
八
條
は
権
利
行
使
の
相
手
方
が
法
律
効
果
を
享
け
る
場
合
の
規
定
た
る
と
こ
ろ
か
ら
、
民
法
四
七
八
條
の
準
占
有
者
と
民
法
二
〇
五
條
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

そ
れ
と
を
同
一
に
理
解
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
の
批
到
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
民
法
の
占
有
制
度
が
一
般
に
主
観
主
義
の
立
場
か
ら
規
定
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
主
観
主
義
の
立
場
で
も
そ
の

「
自
己
ノ
爲
メ
ニ
ス
ル
意
思
」
は
占
有
者
の
具
髄
的
意
識
内
容
を
は
な
れ
て
、
物
を
所
持
す
る
に
至
つ
た
原
因
に
客
観
化
さ
れ
て
見
出
さ
れ
る
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

在
と
し
て
廣
く
典
型
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
特
に
債
穫
の
準
占
有
者
に
封
す
る
辮
濟
に
關
す
る
民
法
四
七
八
條
あ
る
い
は
動
産
の
帥
時
取
得

に
關
す
る
民
法
一
九
二
條
に
お
い
て
特
殊
な
占
有
の
構
成
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
代
理
人
と
し
て
椹
利
を
行
使
す
る
も
の
に
つ

い
て
準
占
有
の
成
否
を
決
定
す
る
も
の
は
、
心
素
た
る
「
自
己
ノ
爲
メ
ニ
ス
ル
意
思
」
の
有
無
で
は
な
く
む
し
ろ
髄
素
た
る
「
穰
利
ノ
行
使
」
の

有
無
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
民
法
四
七
八
條
は
奮
民
法
財
産
取
得
篇
四
五
七
條
「
眞
ノ
債
樽
者
二
非
サ
ル
モ
債
槽
ヲ
占
有
セ
ル
者
二
爲
シ
タ
ル
辮
濟
ハ
有
効
ナ
リ
、
表
見
ナ

ル
相
績
人
其
他
ノ
包
括
承
糧
人
記
名
債
椹
ノ
表
見
ナ
ル
譲
受
人
及
ヒ
無
記
名
詮
雰
ノ
占
有
者
ハ
之
フ
債
権
ノ
準
占
有
者
ト
看
ナ
ス
」
を
う
け
つ
い

　
　
　
　
　
　
（
B
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
債
椹
を
準
占
有
す
る
た
め
に
は
、
軍
な
る
債
椹
者
た
る
こ
と
の
誰
嫁
の
所
持
で
は
足
ら
ず
、
眞
正

の
債
椹
者
た
る
地
位
に
つ
い
て
表
見
の
債
権
者
が
一
定
の
事
實
上
の
支
配
關
係
に
立
つ
べ
ぎ
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
占
有
の
一
般
理
論
か

ら
考
え
て
も
、
占
有
の
基
礎
と
な
る
物
の
所
持
と
は
眞
正
な
る
物
に
つ
い
て
の
事
實
的
な
支
配
な
の
で
あ
つ
て
支
配
者
ら
し
く
見
え
る
と
い
う
外

観
そ
れ
自
艦
な
の
で
は
な
い
。
本
物
に
酷
似
し
た
フ
レ
ン
チ
ダ
イ
ヤ
の
所
持
か
ら
本
物
の
ダ
イ
ヤ
の
占
有
椹
が
生
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
同
様

に
、
い
か
に
　
濟
を
請
求
す
る
も
の
が
債
櫨
者
ら
し
く
ふ
る
ま
い
、
　
濟
受
領
の
椹
限
あ
る
よ
う
に
装
つ
て
も
、
眞
正
の
債
権
に
封
し
て
そ
の
も

の
が
何
の
事
實
的
蓮
結
も
持
た
な
い
場
合
に
は
、
債
椹
の
準
占
有
は
そ
の
艦
素
を
敏
く
故
に
不
成
立
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
意
味
で
準

占
有
成
立
要
件
と
し
て
の
「
権
利
ノ
行
使
」
と
は
、
よ
り
正
確
に
は
樺
利
も
し
く
は
権
利
者
た
る
地
位
に
封
す
る
事
實
的
支
配
な
の
で
あ
る
か

ら
、
か
か
る
「
権
利
ノ
行
使
」
と
軍
な
る
　
濟
請
求
の
主
張
と
を
混
同
す
る
こ
と
は
、
詐
さ
れ
な
い
誤
り
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
権
利
存
在
に
つ
い
て
の
公
示
方
法
が
不
完
全
で
あ
り
、
物
権
と
異
つ
て
必
ず
し
も
外
形
的
徴
愚
を
伴
わ
な
い
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

権
に
つ
い
て
は
、
準
占
有
の
成
立
す
る
場
合
は
か
な
り
に
限
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
奮
民
法
の
あ
げ
る
實
例
の
ほ
か
に
こ
れ
に
該
當
す
る
も

の
と
し
て
は
、
從
來
の
到
例
に
表
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
不
動
産
の
費
渡
し
後
、
移
韓
登
記
前
に
そ
の
土
地
に
つ
い
て
の
不
法
行
爲
者
か
ら
賠
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛤
）

支
彿
を
受
け
た
登
記
上
の
土
地
名
義
入
の
よ
う
な
も
の
は
債
橿
の
準
占
有
者
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
貯
金
通
帳
、
銀
行
預
金
通
帳
お
よ
び
印
鑑

を
持
参
す
る
も
の
と
か
、
會
杜
の
利
盆
配
當
金
領
牧
書
の
持
参
人
、
債
穂
を
讃
す
る
電
報
邊
達
紙
の
持
参
人
、
爲
造
あ
る
い
は
攣
造
さ
れ
た
印
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

詮
明
書
と
こ
れ
に
符
合
す
る
印
章
の
持
参
人
等
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
債
樺
準
占
有
の
成
立
を
否
定
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
4
）
　
末
川
・
「
民
法
第
四
百
七
十
八
條
に
所
謂
債
樺
の
準
占
有
者
」
剣
例
民
法
研
究
所
牧
四
二
九
頁
、
穗
積
・
到
例
民
事
法
昭
和
十
年
度
九
七
事
件
評
繹
三
八
八

　
　
頁
。

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

　
巻
之
三

（
1
1
）

　
〇
六
頁
。

（
1
2
）
　
小
池
・
日
本
物
椹
法
論
七
三
頁
、
今
泉
・
前
掲
書
三
三
頁
。

（
1
3
）
　
民
法
修
正
案
理
由
書
第
四
七
八
條
。

（
1
4
）
　
郵
便
貯
金
法
一
三
條
（
現
行
二
六
條
）
は
「
成
規
ノ
手
績
ヲ
経
テ
郵
便
貯
金
ヲ
彿
出
シ
又
ハ
保
管
二
係
ル
誰
券
ヲ
交
付
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
正
當
ノ
彿
出
又
ハ
交

　
付
ヲ
爲
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
徹
ス
」
と
規
定
し
、
郵
便
貯
金
規
則
七
八
條
の
二
（
現
行
五
一
五
條
、
五
二
條
）
に
よ
れ
ば
、
貯
金
預
入
れ
人
は
貯
金
沸
戻
金
受
領
護

　
と
預
金
通
帳
と
を
郵
便
局
に
提
出
し
、
郵
便
局
は
受
領
誰
に
押
捺
さ
れ
た
印
影
と
通
帳
の
印
鑑
と
を
封
照
審
査
の
後
に
梯
戻
金
を
交
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
債
椹
の
準
占
有
と
受
取
護
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
五
五
）

我
妻
・
債
椹
総
論
一
四
四
頁
。

穂
積
・
前
掲
書
三
九
〇
頁
。

於
保
・
債
椹
総
論
三
二
四
頁
、
我
妻
・
有
泉
・
コ
ソ
メ
ン
タ
ー
ル
債
椹
法
一
六
七
頁
。

大
剣
昭
和
二
年
六
月
二
二
日
民
集
六
巻
四
一
四
頁
。

末
川
・
前
掲
論
丈
四
三
二
頁
。

大
判
大
正
二
年
四
月
一
一
日
民
録
二
二
四
頁
、
大
正
七
年
＝
一
月
七
日
民
録
三
二
一
〇
頁
、
大
正
一
〇
年
五
月
三
〇
日
民
録
九
八
三
頁
等
。
梅
・
民
法
要
義

　
・
二
四
六
責
、
鳩
山
・
日
本
債
椹
法
総
論
四
〇
一
頁
、
末
弘
・
物
椹
法
上
巻
三
〇
四
頁
、
今
泉
・
新
物
椹
法
論
五
七
頁
。

杉
之
原
・
「
表
見
的
受
領
者
に
封
す
る
辮
濟
者
の
保
護
」
法
協
四
六
巻
八
號
一
頁
・
九
號
四
九
頁
以
下
、
同
・
判
例
民
事
法
昭
和
二
年
度
六
二
事
件
評
繹
三



　
　
　
債
椹
の
準
占
有
と
受
取
護
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
五
六
）

　
銀
行
の
預
金
通
帳
に
は
「
請
求
書
お
よ
び
こ
の
預
金
に
關
す
る
す
べ
て
の
書
類
に
使
用
さ
れ
た
印
影
を
か
ね
て
お
届
出
の
印
鑑
と
照
合
し
預
り
金
の
支
彿
そ
の

他
の
手
績
を
濟
ま
せ
ま
し
た
上
は
印
章
の
盗
用
傭
造
そ
の
他
い
か
な
る
事
故
が
あ
り
ま
し
て
も
當
行
は
一
切
そ
の
責
を
負
い
ま
せ
ん
」
（
例
え
ば
富
士
銀
行
普
通

　
預
金
規
定
第
七
）
と
の
記
載
が
一
般
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
前
記
郵
貯
法
規
定
と
同
檬
に
こ
の
特
約
も
し
く
は
慣
習
の
効
果
と
し
て
の
辮
濟
の
効
果

が
問
題
と
な
る
。

　
　
郵
便
貯
金
通
帳
ま
た
は
銀
行
預
金
通
帳
及
び
印
鑑
を
窃
取
し
た
者
に
封
す
る
支
彿
に
つ
い
て
は
、
下
級
裁
の
判
例
に
は
こ
れ
を
債
椹
の
準
占
有
者
に
封
す
る
辮

濟
と
し
て
民
法
四
七
八
條
を
適
用
す
る
も
の
（
東
厘
裁
大
正
七
年
三
月
二
二
日
、
大
正
一
四
年
一
二
月
一
二
日
）
、
郵
貯
法
一
三
條
の
問
題
と
見
る
も
の
（
東
地

　
剣
大
正
一
三
年
一
二
月
二
一
日
、
昭
和
一
年
二
一
月
二
五
日
、
昭
和
三
年
三
月
一
〇
日
）
、
銀
行
預
金
に
つ
い
て
は
慣
脅
を
根
振
と
す
る
も
の
（
東
匿
剣
大
正
七
年

　
三
月
一
二
一
日
、
東
地
判
大
正
二
二
年
一
一
月
一
三
日
）
、
ま
た
は
預
金
契
約
に
際
し
て
な
さ
れ
た
特
約
と
見
る
も
の
（
東
地
判
大
正
五
年
一
〇
月
七
日
）
等
を
散
見

　
す
る
が
、
大
審
院
の
到
例
と
し
て
は
こ
れ
を
郵
貯
法
一
三
條
の
間
題
と
す
る
大
判
昭
和
一
六
年
六
月
二
〇
日
民
集
九
二
一
頁
、
大
正
一
四
年
七
月
一
五
日
新
聞
二

　
四
七
一
號
一
五
頁
、
昭
和
一
一
年
二
月
二
七
日
民
集
二
四
九
頁
、
昭
和
一
八
年
八
月
二
〇
日
民
集
七
七
七
頁
お
よ
び
銀
行
預
金
に
つ
い
て
特
約
を
根
振
と
す
る
大

　
判
明
治
四
一
年
一
一
月
二
目
が
あ
る
だ
け
で
未
だ
こ
れ
に
債
穂
の
準
占
有
に
關
す
る
民
法
四
七
八
條
の
適
用
を
直
接
に
認
め
て
い
る
剣
決
は
見
當
ら
な
い
よ
う
で

　
あ
る
。

（
1
5
）
　
債
椹
の
準
占
有
が
可
能
か
否
か
は
ド
イ
ッ
普
通
法
上
箏
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
イ
ェ
リ
ン
グ
、
ヴ
ィ
ソ
ト
シ
ャ
イ
ト
等
は
縫
績
的
椹
利
行
使
を
要
件
と
し

　
て
こ
れ
を
認
め
よ
う
と
し
た
が
、
多
数
説
は
否
定
的
で
あ
つ
た
。
ド
イ
ッ
民
法
第
一
草
案
七
九
七
條
は
占
有
者
は
餌
艮
目
募
3
B
曲
巨
を
有
す
る
も
の
に
限
る

　
と
し
て
準
占
有
の
観
念
を
否
定
し
ド
イ
ッ
民
法
も
準
占
有
を
一
〇
二
九
條
、
一
〇
九
〇
條
、
九
〇
〇
條
二
項
で
制
限
的
に
地
役
椹
、
制
限
的
人
役
穫
に
つ
い
て
認

　
め
る
に
止
ま
り
債
椹
の
準
占
有
を
認
め
な
い
（
岩
田
・
占
有
理
論
六
九
三
頁
）
。

　
　
わ
が
奮
民
法
の
母
法
た
る
フ
ラ
ソ
ス
民
法
一
二
四
〇
條
に
「
債
椹
の
占
有
者
」
と
は
萬
人
の
目
に
債
椹
者
と
見
え
る
も
の
と
解
さ
れ
、
表
見
相
績
人
、
譲
渡
・

　
遺
言
が
後
に
な
つ
て
効
力
を
失
つ
た
場
合
の
債
灌
譲
受
人
、
受
遺
者
等
を
含
む
け
れ
ど
も
傭
造
の
護
橡
に
よ
り
債
擢
者
を
装
う
も
の
は
代
理
椹
詐
稔
と
同
じ
く
、

　
辮
濟
者
か
ら
見
て
い
か
に
債
椹
者
ら
し
く
見
え
て
も
債
椹
の
占
有
者
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
三
宅
・
判
例
民
事
法
昭
和
一
六
年
度
六
一
事
件
評
繹
二
六
五
頁

　
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
「
萬
人
の
誤
り
は
穫
利
を
作
る
」
①
昌
曾
8
目
目
q
巳
の
壁
o
詳
冒
の
の
観
念
が
奮
民
法
財
産
取
得
篇
四
五
七
條
の
立
法
を
支
配
し
て
い
た

　
こ
と
は
疑
な
い
（
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
・
司
法
省
修
正
民
法
草
案
註
繹
六
五
三
頁
は
こ
の
原
則
を
明
示
す
る
）
。

（
1
6
）
　
大
判
昭
和
二
年
二
月
二
一
日
新
聞
二
六
八
O
號
八
頁
。

（
17
）
　
利
盆
配
當
領
牧
書
に
つ
い
て
大
判
昭
和
二
年
六
月
二
二
日
民
集
四
〇
八
頁
、
電
報
爲
替
と
傭
造
受
取
護
書
の
持
参
に
つ
い
て
大
刑
判
明
治
四
一
年
一
一
月
三

　
〇
日
刑
録
一
〇
三
三
頁
、
億
造
攣
造
の
印
鑑
護
明
と
そ
れ
に
符
合
す
る
印
章
の
持
参
に
つ
い
て
大
剣
昭
和
一
〇
年
一
〇
月
二
日
新
聞
三
九
〇
四
號
一
一
頁
は
、
い



ず
れ
も
債
椹
準
占
有
の
成
立
を
肯
定
す
る
。

三
　
代
理
占
有
お
よ
び
辮
濟
者
の
過
失

　
債
権
準
占
有
の
成
立
要
件
が
前
述
し
た
よ
う
に
一
般
占
有
理
論
と
の
封
比
よ
り
決
定
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
次
に
債
権
者
の
代
理
人
と
し
て

の
権
利
行
使
は
、
債
椹
準
占
有
の
上
に
ど
の
よ
う
な
形
で
投
影
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
は
再
び
占
有
理
論
に
お
け
る
代
理
占
有
の
構

成
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
い
わ
ゆ
る
代
理
人
に
よ
つ
て
本
人
が
占
有
権
を
取
得
す
る
場
合
に
、
學
読
は
代
理
人
が
物
を
所
持
し
か
つ
本
人
の
た
め
に
す
る
意
思
を
持
つ
こ

（
1
8
）と

を
要
件
と
し
、
そ
の
者
が
凋
立
し
た
所
持
者
と
し
て
の
地
位
を
持
た
な
い
場
合
に
は
こ
れ
を
占
有
補
助
者
あ
る
い
は
占
有
機
關
と
し
て
本
人
に

直
接
占
有
の
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
、
所
持
者
の
所
持
を
通
じ
て
本
人
に
代
理
占
有
が
成
立
す
る
前
の
場
合
と
匿
別
す
る
。
代
理
占
有
の
本
人
に

占
有
権
の
効
果
が
そ
の
全
て
の
面
で
蹄
屡
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
民
法
四
七
八
條
に
關
聯
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
所
持
人
に
つ
い
て
は
代
理

占
有
か
ら
い
か
な
る
効
果
が
瞬
属
す
る
か
と
い
う
間
題
で
あ
る
。
學
読
は
こ
の
黙
必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
が
、
代
理
占
有
に
關
す
る
民
法
一
八

一
條
、
一
九
七
條
、
一
八
こ
條
、
一
八
三
條
、
一
八
四
條
、
二
〇
四
條
等
の
規
定
の
う
ち
代
理
人
自
身
に
つ
い
て
占
有
の
効
果
を
規
定
す
る
も
の

と
し
て
は
、
民
法
｝
九
七
條
後
段
が
占
有
の
訴
え
を
提
起
す
る
灌
能
を
代
理
人
に
認
め
る
だ
け
で
あ
る
。
從
つ
て
代
理
人
に
つ
い
て
代
理
占
有
か

ら
生
ず
る
効
果
は
占
有
椹
の
効
果
全
般
に
お
よ
ぶ
謹
で
は
な
く
、
事
實
厭
態
の
迅
速
な
同
復
維
持
の
た
め
に
代
理
人
が
自
ら
の
名
に
お
い
て
占
有

訴
樺
を
行
使
出
來
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
果
實
牧
取
、
帥
時
取
得
、
椹
利
推
定
、
費
用
償
還
等
の
効
果
は
本
人
に
つ
い
て
の
み
生
ず
る

も
の
と
解
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
所
持
者
自
身
が
他
主
占
有
者
と
し
て
自
ら
占
有
の
効
果
を
享
け
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
代
理
占
有
に
と
つ
て

所
持
者
自
身
に
占
有
全
般
の
効
果
が
生
ず
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　
從
つ
て
債
権
の
準
占
有
が
代
理
人
に
よ
つ
て
生
ず
る
場
合
に
も
、
債
穫
の
準
占
有
者
と
な
る
の
は
本
人
で
あ
つ
て
、
代
理
人
自
身
は
代
理
占
有

　
　
　
債
椹
の
準
占
有
と
受
取
謹
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
五
七
）



　
　
　
債
穗
の
準
占
有
と
受
取
謹
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
五
八
）

の
成
立
か
ら
し
て
當
然
に
準
占
有
者
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
代
理
人
の
僅
能
に
つ
い
て
は
民
法
一
九
七
條
の
効
果
が
民
法
二
〇
五
條
に
よ
り
準

用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
（
し
か
も
債
椹
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
妨
害
排
除
、
保
全
、
同
牧
と
い
う
効
果
が
債
槽
の
準
占
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

に
も
認
め
う
る
か
ど
う
か
す
で
に
疑
間
の
蝕
地
が
あ
る
）
。
こ
の
理
由
か
ら
代
理
人
と
し
て
債
槽
を
行
使
す
る
場
合
に
債
槽
の
準
占
有
が
成
立
す

る
と
し
て
も
そ
の
代
理
人
は
準
占
有
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
も
の
に
封
す
る
　
濟
を
民
法
四
七
八
條
に
い
う
債
樺
の
準
占
有
者
に
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

す
る
辮
濟
と
し
て
有
効
と
は
で
き
な
い
し
、
代
理
人
自
身
の
立
場
に
は
こ
の
辮
濟
を
有
効
と
す
る
準
占
有
の
効
果
は
賦
與
さ
れ
て
い
な
い
（
從
つ

て
請
求
者
が
代
理
人
で
は
な
く
會
肚
の
代
表
機
關
と
し
て
現
れ
る
場
合
に
も
、
請
求
者
を
通
じ
て
禽
肚
が
準
占
有
者
と
な
る
）
。

　
さ
ら
に
ま
た
代
理
占
有
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
賃
貸
借
、
寄
託
、
質
入
等
に
際
し
て
物
を
引
渡
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
本
人
と
代
理
人
と
の

間
に
一
定
の
事
實
的
支
配
關
係
の
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
物
が
侵
奪
さ
れ
た
場
合
に
は
、
本
人
に
つ
い
て
代
理
占
有
の
成
立
す
る
蝕

　
　
（
盟
）

地
が
な
い
。
債
穫
に
つ
い
て
も
例
え
ば
取
立
委
任
、
債
椹
の
質
入
、
あ
る
い
は
債
穫
の
信
託
的
譲
渡
の
よ
う
に
代
理
占
有
に
準
じ
た
關
係
は
成
立

す
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
か
る
内
部
關
係
と
は
無
關
係
に
代
理
人
と
稻
し
て
　
濟
を
求
め
る
場
合
は
代
理
穫
詐
聡
に
過
ぎ
ず
、
物
が
侵
奪

さ
れ
た
場
合
と
異
な
る
所
は
な
い
の
で
あ
つ
て
債
権
の
準
占
有
は
成
立
し
な
い
。

　
次
に
債
権
準
占
有
者
に
封
す
る
　
濟
者
の
態
容
と
し
て
、
相
手
方
を
債
灌
者
と
信
じ
た
こ
と
に
つ
き
無
過
失
は
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ

う
に
無
過
失
を
要
す
る
と
解
す
る
の
が
近
時
の
多
藪
読
の
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
債
穫
の
準
占
有
者
は
軍
に
債
務
者
の
立
場
か
ら
具
艦
的
場
合
に

つ
い
て
債
椹
者
ら
し
く
見
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
眞
正
の
債
槽
の
行
使
・
節
属
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
事
實
的
蓮
結
を
必
要
と

し
、
い
わ
ば
債
灌
者
た
る
地
位
の
占
有
者
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
表
記
相
績
人
そ
の
他
の
包
括
承
縫
人
、

記
名
債
椹
の
表
記
譲
受
人
、
無
記
名
謹
券
の
占
有
者
等
、
從
來
債
椹
準
占
有
者
の
典
型
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
何
人
が
見
る
も
こ
れ
を
債
椹

者
と
見
る
こ
と
に
無
理
が
な
く
、
か
か
る
萬
人
の
目
か
ら
見
て
犯
さ
ざ
る
を
得
ぬ
共
通
の
誤
り
を
救
濟
す
る
こ
と
が
本
條
の
趣
旨
た
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
観
黙
よ
り
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
何
人
が
見
る
も
債
椹
者
と
見
ざ
る
を
得
な
い
準
占
有
者
と
取
引
す
る
相
手
方
に
と
つ
て
、
そ
の
権
限



の
有
無
に
關
す
る
調
査
義
務
を
豫
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
を
彊
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
無
過
失
責
任
の
要
件
が
、
灌
利
者
・
義
務
者
の
危
瞼
分
捲

に
っ
い
て
の
杜
會
全
艦
的
衡
量
か
ら
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
、
そ
の
範
園
で
具
艦
個
別
的
場
合
に
お
け
る
過
失
の
有
無
が
問
わ
れ
な
い
の
と
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

に
、
民
法
四
七
八
條
は
　
濟
者
の
過
失
の
有
無
を
當
初
か
ら
不
問
に
付
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
偶
然
の
事
情
か

ら
　
濟
者
が
準
占
有
者
の
無
構
利
を
知
つ
た
場
合
に
は
、
か
か
る
　
濟
者
を
保
護
す
べ
き
理
由
は
な
く
そ
の
　
濟
は
無
効
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
準
占
有
の
制
度
は
か
か
る
偶
然
が
初
か
ら
期
待
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
　
濟
者
の
悪
意
は
準
占
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

構
成
上
沿
極
的
に
否
定
的
機
能
を
螢
む
だ
け
で
、
過
失
あ
る
善
意
と
悪
意
と
を
同
一
覗
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
老
え
る
（
こ
の
老
え
方

は
不
動
産
登
記
制
度
に
お
い
て
登
記
を
も
つ
て
封
抗
し
得
る
第
三
者
の
善
意
悪
意
を
問
わ
な
い
民
法
一
七
七
條
に
更
に
徹
底
し
た
形
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。
假
り
に
こ
の
場
合
に
悪
意
も
し
く
は
過
失
あ
る
善
意
の
第
三
者
を
保
護
せ
ず
と
す
る
な
ら
ば
、
當
事
者
に
登
記
を
は
な
れ
て
権
利
關
係

を
調
査
す
べ
き
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
登
記
を
以
て
原
則
的
に
椹
利
關
係
の
公
示
方
法
と
す
る
法
の
趣
旨
は
渡
却
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ

の
場
合
に
椹
利
關
係
を
調
査
す
る
こ
と
は
事
實
的
に
不
可
能
で
は
な
い
が
、
法
の
趣
旨
よ
り
し
て
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
債
椹
の
準
占
有
に
お

い
て
は
、
か
か
る
調
査
が
事
實
的
に
不
可
能
に
近
い
の
で
あ
る
）
。

　
善
意
と
無
過
失
と
を
同
一
覗
す
る
読
は
、
裁
到
上
悪
意
の
立
誰
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
訴
訟
技
術
の
要
請
に
引
き
ず
ら
れ
て
過
失
の
背
後
に
あ

る
調
査
の
可
能
性
を
無
覗
し
た
議
論
で
あ
り
、
受
取
詮
書
に
關
す
る
民
法
四
八
O
條
と
の
均
衡
か
ら
民
法
四
七
八
條
に
つ
い
て
も
無
過
失
を
要
求

す
る
立
場
は
、
こ
の
爾
條
が
全
く
異
つ
た
観
黙
に
立
つ
制
度
た
る
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
（
こ
の
鮎
は
民
法
四
八
O
條
に
關
聯
し
て
後
述
す
る
）
も
の

で
い
ず
れ
も
賛
成
で
き
な
い
。
結
局
、
民
法
四
七
八
條
で
本
來
問
題
と
な
ら
な
い
過
失
の
要
件
を
通
読
が
要
求
す
る
の
は
、
債
椹
準
占
有
の
髄
素

た
る
椹
利
行
使
と
輩
な
る
穫
利
主
張
の
外
観
と
を
混
同
し
て
準
占
有
の
観
念
を
無
制
限
に
擾
張
し
た
誤
り
の
結
果
的
修
正
と
し
て
し
か
理
解
で
き

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

債
椹
の
準
占
有
と
受
取
謹
書

五
九

（
五
九
）



　
　
　
債
椹
の
準
占
有
と
受
取
謹
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
六
〇
）

（
1
8
）
　
末
弘
・
物
樺
法
（
上
）
二
二
九
頁
、
梅
・
民
法
要
義
巻
之
二
・
三
三
頁
、
鳩
山
・
代
理
占
有
九
五
頁
。

　
　
末
川
・
代
理
占
有
論
（
民
法
上
の
諸
問
題
所
牧
）
一
〇
六
頁
は
こ
れ
に
封
し
本
人
が
代
理
人
を
し
て
占
有
せ
し
め
る
意
思
を
も
必
要
と
す
る
。
本
人
と
い
わ
ゆ

　
る
代
理
人
と
の
問
に
意
思
の
連
結
を
必
要
と
さ
れ
る
博
士
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
本
人
と
無
關
係
な
者
が
代
理
人
と
稔
し
て
辮
濟
を
求
め
る
場
合
に
は
、
準
占
有

　
示
成
立
す
る
飴
地
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
1
9
）
　
大
判
大
正
八
年
一
〇
月
二
目
（
民
録
一
七
三
〇
頁
）
は
電
話
加
入
椹
の
準
占
有
に
鄙
時
取
得
の
準
用
を
否
定
す
る
。
大
判
昭
和
六
年
九
月
一
六
日
（
民
集
六

　
七
五
頁
）
も
同
旨
。

（
2
0
）
　
債
穫
者
の
代
理
人
と
し
て
椹
利
行
使
さ
れ
る
場
合
に
は
、
代
理
人
の
意
思
は
專
ら
本
人
に
つ
い
て
辮
濟
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
の

　
だ
か
ら
、
本
人
に
準
占
有
の
要
件
が
成
立
す
れ
ば
、
か
か
る
代
理
人
は
代
理
占
有
者
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
本
人
に
つ
い
て
生
ず
べ
き
準
占
有
の
補
助
者
と
見

　
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

（
21
）
　
來
栖
・
「
債
椹
の
準
占
有
と
免
責
謹
券
」
民
商
法
雑
誌
三
三
巻
四
號
六
頁
。

（
2
2
）
　
辮
濟
者
の
無
過
失
が
準
占
有
成
立
要
件
に
内
在
す
る
と
の
末
川
博
士
の
見
解
は
こ
の
立
場
に
近
い
が
、
具
艦
的
場
合
に
過
失
を
考
慮
す
る
結
果
は
無
過
失
を

　
一
般
に
要
求
す
る
通
読
と
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
2
3
）
　
拙
稿
「
代
理
人
と
し
て
債
権
を
行
使
す
る
も
の
と
民
法
四
七
八
條
に
債
椹
の
準
占
有
」
法
碑
三
二
巻
八
號
七
二
頁
（
前
掲
昭
和
三
三
年
二
月
五
日
東
京
高
裁

　
の
判
決
評
繹
）
で
私
は
通
説
に
從
い
無
過
失
を
要
す
る
も
の
と
解
し
た
が
、
こ
の
鮎
改
説
す
る
。
こ
の
評
繹
で
無
過
失
を
要
件
と
見
た
動
機
は
、
外
観
形
成
に
つ

　
い
て
の
辮
濟
者
の
關
與
を
顧
慮
し
た
こ
と
に
あ
る
が
、
準
占
有
成
立
要
件
と
辮
濟
者
免
責
要
件
と
は
嚴
格
に
分
離
す
る
の
が
自
然
で
、
制
度
の
趣
旨
に
も
合
致
す

　
る
。
外
観
形
成
に
關
與
し
た
辮
濟
者
の
責
任
は
、
自
か
ら
形
成
し
た
不
法
の
散
態
を
自
か
ら
の
利
盆
に
援
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
の
ク
リ
ー
ソ
．
ハ
ソ
ド

　
の
原
則
か
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
舞
濟
者
が
辮
濟
の
時
黙
で
は
善
意
で
あ
る
と
し
て
も
な
お
民
法
四
七
八
條
の
保
護
は
否
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

　
う
o

四
　
受
取
詮
書
眞
否
の
調
査
義
務

債
権
の
準
占
有
に
關
す
る
民
法
四
七
八
條
の
規
定
と
な
ら
ん
で
、
民
法
四
八
○
條
は
　
濟
者
が
受
取
詮
書
持
参
人
の
辮
濟
領
牧
僅
限
な
き
こ
と

に
つ
い
て
善
意
無
過
失
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
受
取
謹
書
持
参
人
に
　
濟
受
領
の
権
限
を
擬
制
し
て
い
る
。
前
記
東
京
高
裁
の
到
決
か
ら
も
う
か



が
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
來
は
　
濟
受
領
の
権
限
の
な
い
も
の
が
　
濟
を
請
求
す
る
場
合
に
は
そ
の
受
領
権
限
を
受
取
詮
書
を
以
て
詮
撮
立
て
る
例

が
多
い
の
で
、
現
實
に
は
民
法
四
七
八
條
と
民
法
四
八
O
條
と
の
い
ず
れ
を
適
用
す
べ
き
な
の
か
到
然
と
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
民
法
四

八
O
條
の
要
件
を
検
討
し
て
民
法
四
七
八
條
の
要
件
と
の
根
本
的
差
異
を
見
出
し
、
爾
制
度
の
關
係
を
明
ら
か
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
，

　
民
法
四
八
O
條
の
要
件
で
問
題
と
な
る
の
は
こ
こ
に
い
う
受
取
謹
書
が
眞
正
な
こ
と
、
す
な
わ
ち
本
人
そ
の
他
の
辮
濟
受
領
樺
限
あ
る
も
の
に

よ
つ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
受
取
謹
書
は
眞
正
の
も
の
た
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
、
眞
正
な
受
取
讃

書
で
あ
れ
ば
、
持
参
入
が
こ
れ
を
拾
得
あ
る
い
は
盗
取
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
辮
濟
者
は
持
参
人
の
受
領
権
限
の
な
い
こ
と
に
つ
ぎ
善
意
無
過
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

で
あ
れ
ば
保
護
さ
れ
る
と
す
る
の
が
到
例
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
り
、
通
読
も
こ
れ
を
支
持
す
る
が
、
外
観
を
尊
重
し
取
引
の
安
全
を
重
覗
し
て

こ
れ
に
反
封
し
、
儒
造
受
取
書
の
持
参
人
に
封
す
る
　
濟
に
も
本
條
の
適
用
を
認
む
べ
し
と
す
る
有
力
な
少
敷
読
が
あ
る
。

　
杉
之
原
氏
は
多
籔
読
の
結
論
を
批
到
し
て
読
か
れ
る
。
①
受
取
讃
書
儒
造
に
つ
い
て
債
樺
者
に
過
失
あ
る
場
合
は
、
通
読
に
從
う
な
ら
ぱ
儒
造

受
取
誰
書
に
つ
い
て
民
法
四
八
O
條
は
適
用
さ
れ
な
い
か
ら
債
樺
者
は
依
然
と
し
て
債
椹
を
失
わ
ず
、
こ
れ
に
封
し
て
債
務
者
の
債
椹
者
に
謝
す

る
不
法
行
爲
に
基
く
債
樺
が
封
立
し
、
債
務
者
か
ら
の
み
爾
債
樺
の
相
殺
が
で
き
る
が
、
債
務
者
が
相
殺
せ
ず
し
か
も
無
資
力
の
場
合
に
は
債
権

者
は
實
質
的
に
不
利
盆
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
に
封
し
て
債
樺
者
は
不
法
行
爲
者
と
し
て
相
殺
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（
民
法
五
〇
九
條
）
。

こ
れ
に
封
し
眞
正
な
受
取
誰
書
を
債
椹
者
が
過
失
で
遺
失
・
盗
取
さ
れ
た
場
合
に
は
民
法
四
八
O
條
で
　
濟
が
有
効
と
な
る
か
ら
、
こ
の
場
合
は

前
例
の
爾
債
権
が
當
然
に
相
殺
さ
れ
た
の
と
同
じ
結
果
と
な
る
が
、
前
例
と
後
例
す
な
わ
ち
債
穫
者
が
儒
造
に
つ
き
過
失
あ
る
場
合
と
遺
失
・
盗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

難
に
つ
き
過
失
あ
る
場
合
と
で
、
債
樺
者
の
責
任
を
こ
の
よ
う
に
匠
別
す
べ
き
理
由
が
な
い
。
⑧
例
え
ば
會
杜
に
饗
す
る
株
主
の
利
猛
配
當
金
を

何
人
か
が
そ
の
株
主
名
義
の
配
當
金
領
牧
書
を
儒
造
し
て
そ
の
會
肚
か
ら
騙
取
し
た
場
合
に
、
請
求
者
が
株
主
の
代
理
人
と
構
し
て
現
れ
た
な
ら

ば
、
鶴
造
受
取
讃
書
の
持
参
人
に
封
す
る
　
濟
と
し
て
こ
の
者
に
封
す
る
支
沸
が
無
効
と
な
り
、
株
主
本
人
と
し
て
登
場
す
れ
ば
債
椹
準
占
有
者

と
し
て
そ
れ
に
封
す
る
支
沸
が
有
効
と
な
る
の
で
は
、
本
人
と
稽
し
た
か
否
か
と
い
う
偶
然
の
事
情
に
　
濟
者
の
保
護
を
か
か
ら
し
め
る
こ
と
に

　
　
　
債
椹
の
準
占
有
と
受
取
護
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
（
六
一
）



　
　
　
債
穫
の
準
占
有
と
受
取
謹
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
　
（
六
二
）

　
　
　
　
　
　
（
餌
）

な
り
不
合
理
で
あ
る
。
③
民
法
四
八
O
條
が
受
取
謹
書
の
眞
正
さ
を
要
求
す
る
と
す
れ
ば
、
辮
濟
者
に
は
受
取
謹
書
の
眞
否
を
調
査
す
べ
き
義
務

が
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
、
か
か
る
調
査
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
、
受
取
詮
書
持
参
入
の
辮
濟
受
領
に
關
す
る
實
質
的
権
限
に
關
す
る
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

を
冤
除
し
よ
う
と
す
る
本
條
の
趣
旨
に
矛
盾
す
る
。

　
さ
ら
に
末
弘
博
士
は
軍
に
誰
書
が
不
眞
正
の
理
由
で
辮
濟
を
無
効
と
す
る
な
ら
ば
、
受
取
誰
書
持
参
人
に
饗
し
て
辮
濟
し
よ
う
と
す
る
者
は
一

一
謹
書
の
眞
否
を
審
査
し
た
上
で
な
け
れ
ば
安
ん
じ
て
辮
濟
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
集
金
人
を
利
用
し
て
債
権
の
取
立
を
す
る
よ

う
な
こ
と
は
實
際
上
全
く
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
さ
れ
、
こ
の
理
由
か
ら
、
受
取
謹
書
を
持
参
し
て
い
る
た
め
如
何
に
も
受
領
樺
限
あ
り

と
思
わ
れ
る
外
観
を
呈
し
て
い
る
者
に
封
す
る
　
濟
は
讃
書
の
眞
否
に
拘
ら
ず
原
則
と
し
て
す
べ
て
こ
れ
を
有
効
と
す
べ
く
、
債
権
者
の
保
護
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

民
法
四
八
○
條
但
書
の
適
當
な
蓮
用
に
よ
つ
て
計
る
べ
き
で
あ
る
と
読
か
れ
、
小
池
博
士
も
受
取
謎
書
の
儒
造
が
巧
妙
で
あ
る
か
ま
た
は
そ
の
他

の
事
情
か
ら
し
て
辮
濟
者
の
誤
解
が
無
理
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
本
條
の
適
用
が
あ
る
と
し
て
受
取
詮
書
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
外
観
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

封
す
る
　
濟
者
の
信
頼
保
護
を
彊
調
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
少
歎
読
の
論
擦
を
考
え
る
と
、
杉
之
原
氏
の
あ
げ
ら
れ
る
①
の
勲
に
つ
い
て
は
、
受
取
謹
書
儒
造
に
つ
い
て
債
槽
者
が
何
等
か
の

原
因
を
與
え
た
場
合
と
、
眞
正
な
受
取
誰
書
の
盗
取
遺
失
に
つ
い
て
債
権
者
が
責
任
あ
る
場
合
と
を
匿
別
す
る
理
由
が
な
い
と
す
る
黙
は
正
し
い

と
し
て
も
、
か
か
る
場
合
を
通
じ
て
の
債
権
者
の
自
己
の
財
産
管
理
上
の
怠
慢
と
か
不
注
意
と
か
い
つ
た
も
の
が
常
に
必
ず
不
法
行
爲
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）

構
利
侵
害
に
つ
い
て
の
過
失
と
な
る
と
す
る
の
は
猫
断
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
場
合
を
通
じ
て
の
耕
濟
者
保
護
を
不
法
行
爲
に
基
く
請
求
構
の
相

殺
と
い
う
形
で
根
擦
づ
け
る
理
由
は
薄
弱
で
、
ま
た
こ
の
論
擦
か
ら
債
権
者
無
過
失
の
場
合
に
お
け
る
　
濟
者
に
ま
で
保
護
を
接
げ
る
こ
と
は
論

理
の
飛
躍
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑧
の
貼
す
な
わ
ち
債
穫
者
本
人
と
稻
す
る
か
、
代
理
人
と
稽
す
る
か
で
辮
濟
者
の
保
護
を
左
右
す
る
こ
と
の
不
當
な
こ
と
に
封
す
る
非
難
は
、

準
占
有
の
成
立
要
件
を
軍
な
る
　
濟
受
領
穰
限
の
外
観
と
明
確
に
匿
別
す
る
こ
と
に
よ
り
解
消
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
準
占
有
者
か
受
取
謹
書
の



持
参
人
か
と
い
う
問
題
が
、
　
濟
受
領
者
が
ど
う
構
し
た
か
と
い
う
　
濟
受
領
者
の
態
容
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
債
椹
準
占
有
の

成
立
要
件
に
つ
い
て
詳
論
し
た
如
く
で
あ
る
。

　
③
の
問
題
、
受
取
誰
書
眞
否
調
査
義
務
は
民
法
四
八
O
條
の
趣
旨
に
反
す
る
と
す
る
議
論
は
結
果
論
で
あ
つ
て
、
受
取
誰
書
の
眞
否
を
調
査
す

る
上
で
、
た
ま
た
ま
請
求
者
に
實
質
的
　
濟
受
領
僅
限
の
有
無
が
到
明
す
る
と
し
て
も
、
本
來
な
ら
ば
　
濟
者
に
原
則
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
る
請

求
者
の
實
質
的
受
領
穫
限
の
有
無
を
調
査
す
る
義
務
が
、
現
に
持
参
さ
れ
た
受
取
誰
書
の
眞
否
調
査
の
み
で
足
り
る
と
す
る
民
法
四
八
O
條
に
よ

り
著
し
く
輕
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
、
こ
の
二
つ
の
義
務
を
混
同
す
る
こ
と
は
外
観
保
護
に
つ
い
て
の
民
法
の
豫
定
す
る
基
本
的
構
造
を

無
覗
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
結
果
か
ら
見
る
も
、
儒
造
の
受
取
誰
書
の
持
参
人
に
つ
い
て
も
受
領
椹
限
が
擬
制
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
債
灌
者
に
と
つ
て
は
い
つ
ど
こ
で

自
己
の
受
取
謹
書
が
傷
造
さ
れ
る
か
豫
測
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
の
注
意
を
喚
起
し
て
儒
造
受
取
誰
書
の
持
参
人
に
翼
す
る
善
意
無

過
失
の
辮
濟
か
ら
生
ず
る
危
瞼
を
排
除
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
不
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
封
し
債
灌
者
そ
の
他
の
椹
利
者
の
作
成
に
か
か
る
受

取
誰
書
が
盗
取
、
拾
得
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
債
権
者
は
そ
の
旨
を
債
務
者
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
債
務
者
を
　
濟
に
つ
い
て
悪
意
、
も

し
く
は
過
失
あ
る
善
意
た
ら
し
め
、
自
己
の
債
椹
を
防
衛
す
る
手
段
が
残
さ
れ
て
い
る
。
從
つ
て
儂
造
受
取
詮
書
に
ま
で
民
法
四
八
○
條
の
適
用

を
接
張
す
る
こ
と
は
、
債
樺
者
に
不
可
抗
力
に
つ
い
て
ま
で
危
瞼
を
負
捲
せ
し
め
る
結
果
に
至
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
受
取
誰
書
の
眞
正
さ
に
つ
い
て
攣
、
造
で
も
足
り
る
と
す
れ
ば
、
儒
造
の
場
合
に
つ
い
て
も
匠
別
す
る
理
由
は
な
い
し
、
儒
造
の
受

取
誰
書
も
民
法
四
八
O
條
の
要
件
を
充
た
す
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
受
取
誰
書
に
限
つ
て
辮
濟
受
領
権
限
を
擬
制
す
る
必
要
も
な
い

は
ず
で
、
他
の
書
面
、
他
の
資
料
で
も
辮
濟
受
領
灌
限
の
外
観
あ
る
限
り
そ
の
辮
濟
は
有
効
と
し
て
、
辮
濟
者
が
保
護
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
か

く
し
て
こ
の
解
決
は
よ
り
抽
象
的
一
般
原
則
と
し
て
の
表
見
代
理
あ
る
い
は
準
占
有
と
い
う
よ
う
な
制
度
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
、
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
舘
）

取
謹
書
の
範
園
で
取
引
の
安
全
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
本
條
の
立
法
趣
旨
は
ま
つ
た
く
没
却
さ
れ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
本
條
に
つ
い
て
は
債
椹

　
　
　
債
灌
の
準
占
有
と
受
取
謹
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
　
（
六
三
）



債
権
の
準
占
有
と
受
取
護
書

六
四

（
六
四
）

者
の
利
盆
と
外
観
に
封
す
る
第
三
者
の
信
頼
の
利
盆
と
の
調
和
の
上
か
ら
、
受
取
誰
書
の
眞
正
さ
を
要
す
る
と
す
る
立
場
を
正
當
と
し
た
い
。

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

　
も
の
で
あ
る
か
ら
、

條
）
、

　
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

　
注
意
は
、

　
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
債
椹
者
の
か
か
る
行
爲
が
違
法
性
を
帯
び
る
の
は
加
害
者
た
る
他
人
の
行
爲
》
關
聯
し
て
、

　
る
場
合
な
の
だ
か
ら
、

　
が
い
か
な
る
範
園
で
、

　
定
で
き
な
い

　
　
ド
イ
ツ
民
法
三
七
〇
條
（
第
一
草
案
二
六
六
條
、
第
二
草
案
三
一
一
條
）
の
解
繹
と
し
て
も
受
取
謹
書
の
眞
正
な
こ
と
を
要
し
億
造
の
も
の
を
含
ま
な
い
と
す

　
る
鮎
で
は
異
論
を
見
な
い
。
但
し
受
取
書
の
傭
造
に
つ
き
債
椹
者
に
責
あ
る
場
合
の
債
椹
者
の
債
務
者
に
封
す
る
責
任
の
根
橡
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
契
約
上
の

　
義
務
違
反
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
椹
を
認
め
る
立
場
が
多
い
が
（
国
9
冒
κ
、
o
o
国
O
日
冒
Φ
旨
ー
目
国
帥
β
α
卜
㈱
o。
お
」
。
ρ
個
冒
ロ
Φ
8
臼
葛
，
b
Φ
げ
営
曽
冒
昼

　
■
①
げ
同
プ
㈱
曾
●
ト
国
8
F
O
目
β
O
匡
ω
o
・
砕
一
8
●
）
不
法
行
爲
に
よ
る
請
求
権
と
す
る
論
も
あ
る
（
ω
蜜
＆
言
鵬
①
」
㈱
巽
O
い
）
。

（
3
2
）
　
か
か
る
形
式
要
件
淳
動
化
の
危
瞼
円
匡
Φ
げ
墨
昌
鵬
Φ
壁
『
同
は
ヘ
ッ
ク
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
て
あ
る
。
嵐
8
ド
O
霧
o
欝
霧
魯
琶
富
騎
鑑
b
伊
q
鐸
置
審
8
器
o
穿

　
廿
臥
碧
同
昌
①
罠
ω
。
一
c。
“
●

大
判
・
明
治
四
一
年
一
月
三
日
（
新
聞
四
七
九
號
八
頁
）
、
大
判
・
昭
和
七
年
八
月
一
七
日
（
評
論
一
一
巻
八
八
七
頁
）
。

岡
松
・
民
法
理
由
（
下
）
二
六
三
頁
、
石
坂
・
日
本
民
法
中
巻
一
四
一
九
頁
、
鳩
山
・
日
本
債
椹
法
繍
論
四
〇
三
頁
、
我
妻
・
債
権
絡
論
一
四
四
頁
。

杉
之
原
「
表
見
受
領
者
に
封
す
る
辮
濟
者
の
保
護
」
法
協
四
六
巻
八
號
六
頁
。

同
八
號
九
頁
。

同
八
號
一
八
頁
。

末
弘
・
債
権
総
論
二
三
〇
頁
。

小
池
・
債
椎
総
論
二
七
四
頁
。

こ
こ
に
債
椹
者
に
封
す
る
不
法
行
爲
成
立
を
認
め
る
な
ら
ば
、
債
穫
者
の
行
爲
は
辮
濟
請
求
者
の
行
鷺
．
と
關
聯
共
同
し
て
辮
濟
者
の
損
害
を
惹
起
せ
し
め
た

　
　
　
　
　
　
債
椹
者
と
舞
濟
請
求
者
は
共
同
不
法
行
爲
者
と
し
て
、
連
帯
し
て
債
務
の
全
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
（
民
法
七
一
九

共
同
不
法
行
爲
た
る
た
め
に
は
、
加
害
者
各
自
の
行
爲
が
濁
立
し
て
不
法
行
爲
た
る
慣
値
あ
る
こ
と
を
要
し
、
行
爲
者
各
自
に
不
法
行
爲
の
要
件
が
具
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
我
妻
・
事
務
管
理
・
不
當
利
得
・
不
法
行
爲
一
九
五
頁
、
末
弘
・
債
灌
各
論
一
〇
九
九
頁
）
。
債
樺
者
の
財
産
管
理
上
の
不

　
　
債
務
者
と
の
關
係
か
ら
切
離
し
て
考
え
る
と
き
は
、
自
己
の
財
産
保
管
を
怠
つ
た
だ
け
の
こ
と
で
一
般
的
に
保
管
義
務
違
反
と
し
て
の
違
法
な
る
行
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
債
務
者
に
封
す
る
保
護
義
務
の
違
反
た

　
　
　
　
　
　
　
債
椹
者
の
責
任
は
不
法
行
爲
に
基
く
も
の
で
な
く
、
契
約
上
の
保
護
義
務
違
反
と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
保
護
義
務

　
　
　
　
　
　
　
ま
た
い
か
な
る
要
件
の
下
に
認
め
ら
れ
る
か
は
具
髄
的
場
合
に
お
け
る
信
義
則
に
從
つ
た
契
約
の
解
繹
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
一
律
に
臨

　
　
　
O



五
　
制
度
的
關
係
と
辮
濟
者
保
護
の
限
界

　
受
取
誰
書
の
眞
否
に
關
す
る
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
民
法
四
八
O
條
の
受
取
誰
書
が
爲
造
の
も
の
で
も
よ
い
と
す
る
立
場
は
、

民
法
四
七
八
條
の
準
占
有
を
辮
濟
者
よ
り
見
た
る
　
濟
當
時
の
外
観
一
般
に
ま
で
廣
く
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
他
面
、
民
法
四
八
O
條
の
受
取
謹

書
に
は
眞
正
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
從
來
の
多
轍
読
の
矛
盾
を
適
確
に
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
は
償
造
の
受

取
誰
書
も
そ
れ
自
艦
と
し
て
椹
利
存
在
の
外
観
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
法
四
八
O
條
は
か
か
る
外
観
に
繋
す
る
信
頼
を
保
護
す
る
規
定
で

あ
る
と
し
て
、
民
法
四
八
O
條
を
準
占
有
に
關
す
る
多
数
読
の
理
論
的
延
長
の
中
に
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
よ
り
し
て
は
、
民
法
四

八
O
條
を
儒
造
の
受
取
誰
書
に
も
適
用
す
る
少
歎
読
こ
そ
が
民
法
四
七
八
條
に
お
け
る
多
激
読
の
理
論
を
最
も
正
確
に
承
縫
し
展
開
し
て
い
る
と

評
領
で
き
る
の
で
あ
り
、
民
法
四
八
O
條
が
民
法
四
七
八
條
の
要
件
に
吸
牧
さ
れ
て
濁
自
の
存
在
理
由
を
失
う
こ
と
に
な
る
結
果
も
、
準
占
有
の

成
立
を
無
制
限
に
鑛
張
す
る
從
來
の
準
占
有
理
論
の
展
開
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
不
思
議
な
も
の
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
受
取
誰
書
は
本
來
　
濟
受
領
の
事
實
を
誰
明
す
る
謹
嫁
方
法
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自
艦
と
し
て
は
債
樺
者
た
る
資
格
を
示
す
も
の

で
も
な
け
れ
ば
、
辮
濟
受
領
の
槽
限
を
實
質
的
に
裏
づ
け
る
も
の
で
も
な
い
。
法
が
受
取
謎
書
の
持
参
人
に
辮
濟
受
領
槽
限
を
賦
與
し
た
の
は
、

取
引
の
迅
速
安
全
を
は
か
る
た
め
の
一
つ
の
擬
制
た
る
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
受
取
誰
書
自
艦
に
は
債
構
準
占
有
を
形
成
す
る
に
足
る
贋

値
は
本
來
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
受
取
詮
書
の
持
参
が
債
椹
準
占
有
の
一
場
合
で
あ
る
と
假
定
す
る
な
ら
ば
、
辮
濟
者
の
冤
責
要

件
は
、
民
法
四
八
O
條
に
お
い
て
は
民
法
四
七
八
條
に
お
け
る
と
同
等
か
あ
る
い
は
よ
り
輕
減
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
規
定
上
は
逆
に

な
つ
て
い
る
。

　
法
律
要
件
の
上
か
ら
は
民
法
四
八
O
條
は
、
民
法
四
七
八
條
と
は
無
關
係
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
表
見
代
理
、
表
見
使
者
の
制
度
に
類
似
す
る
。

本
入
が
辮
濟
受
領
に
際
し
て
受
取
詮
書
を
あ
ら
か
じ
め
提
示
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
異
例
に
属
す
る
。
使
者
や
代
理
人
、
機
關
等
に
よ
る
受
領
の
場

　
　
　
債
灌
の
準
占
有
と
受
取
護
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
（
六
五
）



　
　
　
債
椹
の
準
占
有
と
受
取
護
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
（
六
六
）

合
に
、
受
領
構
限
が
こ
れ
ら
の
も
の
に
あ
る
こ
と
を
　
濟
者
に
知
ら
し
め
る
必
要
か
ら
受
取
詮
書
の
持
参
と
い
う
形
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

法
四
八
O
條
は
、
こ
の
よ
う
な
債
椹
者
本
人
以
外
の
者
に
封
す
る
辮
濟
を
豫
定
し
た
規
定
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
こ
で
間
題
な
の
は
　
濟
受
領
椹
限

の
外
観
で
あ
り
、
辮
濟
に
よ
り
浩
滅
す
べ
き
債
権
が
何
人
に
臨
属
し
て
い
る
か
の
外
観
で
は
な
い
。
こ
れ
に
封
し
債
穫
の
準
占
有
の
規
定
は
、
債

椹
者
た
る
地
位
を
占
有
す
る
無
穂
利
者
に
謝
す
る
　
濟
に
關
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
　
濟
効
果
の
蹄
属
勲
、
す
な
わ
ち
債
槽
存
在
の
外
観
を
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鉱
）

と
し
、
受
領
者
と
受
領
椹
限
と
の
一
致
、
不
一
致
の
外
観
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
債
穫
準
占
有
者
の
受
領
権
限
は
本
條
で
は
當
然
に
豫

定
せ
ら
れ
て
い
る
。
民
法
四
八
O
條
と
四
七
八
條
の
爾
者
は
ひ
と
し
く
外
観
に
封
す
る
　
濟
者
の
信
頼
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
四

八
O
條
の
封
象
は
槽
利
行
使
面
に
お
け
る
　
濟
請
求
行
爲
の
外
観
で
あ
り
、
四
七
八
條
の
封
象
は
権
利
瞬
属
面
に
お
け
る
樺
利
存
在
の
外
観
な
の

　
（
麗
）

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
封
象
の
違
い
は
民
法
四
七
八
條
が
「
　
濟
ハ
…
…
其
効
力
ヲ
有
ス
」
と
規
定
し
民
法
四
八
O
條
が
「
　
濟
受
領
ノ
椹
限
ア

ル
モ
ノ
ト
看
徹
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
表
現
の
差
異
に
も
封
鷹
す
る
も
の
で
あ
る
（
準
占
有
者
に
翼
す
る
辮
濟
は
民
法
四
七
八
條
に
よ
り
「
其
効

力
ヲ
有
ス
」
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
効
果
が
、
直
接
に
債
椹
の
溝
滅
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
に
封
し
て
、
民
法
四
八
O
條
は
受
取
讃
書
の
持
参
人

は
「
　
濟
受
領
ノ
穫
限
ア
ル
モ
ノ
ト
看
徴
」
し
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の
も
の
の
　
濟
受
領
行
爲
が
債
権
者
の
槽
利
に
お
よ
ぼ
す
効
果
は
直
接
に
は

規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
　
濟
が
有
効
な
こ
と
は
本
條
が
受
領
樺
限
を
擬
制
し
た
間
接
の
効
果
と
し
て
生
ず
る
こ
と
に
な
る
）
。
從
つ
て
債
穫

の
準
占
有
者
が
受
取
謹
書
を
持
参
し
た
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
そ
れ
に
封
す
る
　
濟
が
有
効
と
な
る
の
は
そ
れ
が
準
占
有
者
に
封
す
る
　
濟
た
る

故
な
の
で
あ
つ
て
、
受
取
謎
書
持
参
人
に
封
す
る
　
濟
た
る
故
で
は
な
く
、
辮
濟
者
に
と
つ
て
債
権
者
が
何
人
か
到
明
し
て
い
る
場
合
に
請
求
者

が
辮
濟
受
領
権
限
を
受
取
讃
書
に
よ
つ
て
主
張
す
る
時
に
は
、
民
法
四
八
O
條
の
適
用
間
題
で
あ
り
四
七
八
條
の
間
題
で
は
な
い
。
ま
た
債
椹
準

占
有
者
の
作
成
に
か
か
る
受
取
誰
書
を
持
参
し
た
者
に
封
す
る
　
濟
は
本
來
受
取
詮
書
に
關
す
る
民
法
四
八
O
條
の
間
題
で
あ
り
、
こ
の
受
取
詮

書
は
眞
正
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
疑
問
の
蝕
地
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
は
民
法
四
八
O
條
に
よ
り
當
該
受
取
誰
書
の
持
参
人
は
債
権
準
占

有
者
の
た
め
に
　
濟
受
領
の
椹
限
あ
る
も
の
と
看
徹
さ
れ
、
そ
の
結
果
か
か
る
者
に
封
す
る
　
濟
は
、
債
権
準
占
有
者
に
封
す
る
　
濟
と
し
て
民



法
四
七
八
條
に
よ
り
有
効
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
を
要
約
し
て
民
法
四
七
八
條
と
四
八
O
條
と
の
制
度
的
關
係
を
次
の
よ
う
に
圖
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
法
　
四
　
七
　
八
　
條

債
灌
の
存
在
ー
請

＼
提

求

　供
受／

領－

債
灌
　
の
　
滑
滅

権
利
露
馬
面

権
利
行
使
面

　
　
　
（
辮
　
　
濟
）

効
果
臨
属
面

民
法
四
八
O
條

権
利
蹄
麗
面
に
お
け
る
外
観
信
頼
の
保
護
n
四
七
八
條

｛要
件
～
灌
利
關
係
の
事
實
的
支
配

効
果
ー
辮
濟
の
有
効
（
効
果
の
直
接
的
蹄
馬
）

辮
濟
者
冤
責
の
要
件
－
灌
利
蹄
厨
に
つ
い
て
の
善
意

灌
利
行
使
面
に
お
け
る
外
翻
信
頼
の
保
護
“
四
八
○
條

｛要
件
ー
眞
正
な
受
取
謹
書
の
持
参

効
果
ー
辮
濟
受
領
権
限
の
擬
制
↓
辮
濟
の
有
効
（
効
果
の
間
接
的
蹄
馬
）

辮
濟
者
冤
責
の
要
件
－
灌
利
行
使
灌
限
に
つ
い
て
の
善
意
無
過
失

（
3
3
）
　
受
取
護
書
に
關
す
る
民
法
四
八
O
條
と
表
見
代
理
と
の
制
度
的
共
通
黙
に
つ
い
て
田
中
教
授
は
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
本
人
の
犠
牲
に
お
い
そ
善
意
の
第
三

　
者
保
護
を
は
か
る
構
造
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
善
意
舞
濟
に
封
す
る
保
護
の
要
請
は
舞
濟
行
爲
の
方
が
代
理
取
引
よ
り
も
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
て
、

　
民
法
四
八
O
條
の
要
件
は
表
見
代
理
に
お
け
る
代
理
椹
存
在
の
外
観
よ
り
以
上
に
本
人
の
意
思
を
は
な
れ
て
辮
濟
者
か
ら
見
た
外
灘
を
中
心
と
し
た
構
成
を
必
要

　
と
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
（
田
中
・
判
例
評
論
二
三
號
一
七
頁
以
下
）
。

　
　
民
法
四
八
O
條
が
そ
の
構
造
に
お
い
て
債
穫
の
準
占
有
よ
り
も
表
見
代
理
制
度
に
近
似
す
る
こ
と
は
致
授
の
正
當
に
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
民

　
法
四
八
O
條
に
お
け
る
受
取
謹
書
の
眞
正
さ
は
ま
さ
し
く
民
法
一
〇
九
條
の
代
理
椹
授
與
表
示
に
封
感
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
自
稻
代
理
人
が
如
何

債
椹
の
準
占
有
と
受
取
謹
書

六
七

（
六
七
）



債
穫
の
準
占
有
と
受
取
謹
書

六
八

（
六
八
）

　
に
巧
妙
に
代
理
椹
の
存
在
を
装
う
も
高
々
無
椹
代
理
で
し
か
な
い
と
同
様
に
、
欝
造
の
受
取
護
書
は
如
何
に
眞
正
の
も
の
に
酷
似
す
る
も
、
本
人
の
不
可
抗
力
に

　
つ
い
て
の
犠
牲
に
お
い
て
ま
で
相
手
方
を
保
護
す
る
に
足
る
法
的
外
観
た
り
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
5
か
。
表
見
代
理
に
お
け
る
相
手
方
保
護
の
限
界
は
、
同
時

　
に
代
理
制
度
に
よ
り
本
人
の
享
受
す
る
制
度
的
利
釜
と
の
均
衡
か
ら
定
ま
る
も
の
で
あ
り
、
民
法
一
〇
九
條
の
解
繹
と
し
て
相
手
方
無
過
失
の
要
件
を
付
加
す
る

　
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
表
見
代
理
に
お
け
る
外
観
尊
重
の
限
界
を
こ
え
る
辮
濟
者
の
保
護
に
見
合
う
だ
け
の
制
度
的
利
盆
が
受
取
書
に
よ
つ
て
請

　
求
す
る
本
人
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
疑
問
な
ぎ
を
得
な
い
。

（
3
4
）
　
高
鳥
教
授
は
民
法
四
七
八
條
の
要
件
を
手
形
法
四
〇
條
三
項
と
の
バ
ラ
ソ
ス
か
ら
、
悪
意
ま
た
は
重
過
失
な
ぎ
辮
濟
者
を
兎
責
す
る
も
の
と
修
正
す
る
立
法

　
論
を
主
張
さ
れ
、
ま
た
民
法
四
八
O
條
と
四
七
八
條
と
の
關
聯
に
つ
い
て
指
圖
讃
券
に
受
取
謹
書
が
付
け
ら
れ
た
場
合
の
方
が
、
か
え
つ
て
免
責
要
件
が
嚴
格
と

　
な
つ
て
不
合
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
「
讃
券
所
持
人
の
同
一
性
に
關
す
る
調
査
義
務
」
法
研
二
七
巻
一
二
號
一
〇
頁
以
下
）
。
本
稿
の
観
黙
か
ら
す
れ
ば
教
授
の
説

　
か
れ
る
同
一
性
の
問
題
に
直
接
に
關
係
す
る
も
の
は
四
八
O
條
で
あ
り
、
民
法
四
七
八
條
を
こ
れ
と
同
一
の
卒
面
で
關
聯
づ
け
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
ず
る
も
の

　
で
あ
る
。
免
責
要
件
に
つ
い
て
は
債
穫
準
占
有
制
度
が
債
務
者
の
調
査
義
務
に
親
し
ま
ぬ
以
上
、
こ
れ
に
過
失
を
要
件
と
す
る
こ
と
は
委
當
で
な
く
、
更
に
ま
た

　
受
取
謹
書
の
持
参
は
眞
正
な
椹
利
者
と
の
事
實
的
關
聯
の
稀
薄
な
請
求
行
爲
の
外
翻
で
あ
り
、
し
か
も
指
圖
債
椹
に
お
け
る
ほ
ど
の
流
通
保
護
の
必
要
も
認
め
ら

　
れ
ぬ
以
上
、
こ
れ
に
準
占
有
と
同
程
度
の
免
責
要
件
を
認
め
ら
れ
な
い
の
は
も
と
よ
り
、
指
圖
債
椹
よ
り
も
嚴
格
な
兎
責
要
件
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
3
5
）
　
來
栖
教
授
が
債
椹
者
ら
し
い
外
観
の
保
護
と
、
受
領
灌
限
の
保
護
を
匠
別
さ
れ
、
準
占
有
が
前
者
に
厨
し
、
受
取
謹
書
持
参
人
の
問
題
が
後
者
に
厨
す
る
と

　
さ
れ
る
匠
別
は
、
こ
の
鮎
を
適
確
に
つ
く
も
の
で
あ
る
（
前
掲
論
丈
二
頁
以
下
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
五
年
九
月
一
〇
日
稿
）


